
指 名 停 止 措 置 の 概 要

１ 指名停止措置業者名 ： 株式会社大達土木（法人番号４０１１７０１００１７７７）

業者の住所 ： 東京都江戸川区西篠崎２－２４－１１

２ 指名停止措置期間 ： 令和７年１０月２２日 から 令和７年１２月２１日 まで（２か月）

３ 指名停止措置の範囲 ： 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県

４ 事 実 概 要 ： 上記有資格業者は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請

け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握

しながら、建設業法第２４条の７第１項及び第２項に違反して、これらの下請

業者に対する指導等を怠った。また、別の東京都内の複数の公共工事にお

いて、建設業法第２４条の８第１項及び第４項に規定する施工体制台帳及び

施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成

し、その写しを発注者に提出した。さらに、別の東京都内の公共工事におい

て、建設業法第２４条の８第１項に規定する施工体制台帳について、事実と

異なる施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出した。これらのこと

が、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとして、東京都知事から監督

処分（営業停止２５日間）を受けた。

５ 指名停止措置理由 ： 上記事実は、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第２第

１３号（建設業法違反行為）に該当するため、指名停止措置を行うものである。

○ 指名停止措置要領（抄）

付表第２

措 置 要 件 期 間

（建設業法違反行為）

１３ 対象区域内において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相 当該認定をした日から

手方として不適当であると認められるとき（次号に掲げる場合を除く。）。 １月以上９月以内


